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◇「第４１回通常総会」を開催します。（受付：９：３０～） 

日時：令和３年５月１６日（日）１０:００～１１:００ 

場所：管理組合第三集会所（マスクの着用をお願いします） 

議案：第１号議案 令和２年度事業報告 

           第２号議案 令和２年度決算報告及び監査報告 

           第３号議案 駐車場使用細則の一部変更に関する件 

           第４号議案 遊具等新設工事の実施に関する件 

           第５号議案 令和３年度事業運営方針及び事業計画 

           第６号議案 令和３年度予算編成方針及び予算 

           第７号議案 令和３年度役員選出 

 

第４１回通常総会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

少人数参集・短時間終了の開催とします。組合員の皆様方には多人数の方が 

総会会場（第三集会所）に参集しないように、「議決権行使書又は委任状」に 

よる出席を強く要請します。皆様のご協力をよろしくお願いします。 
 

 
つつじ野団地管理組合では、総会で提案された議案に対して、その賛否の意思を表明 

する方法として、「三つの方法」を採用しています。 

いずれによる方法でも、その総会へは出席し、議決権を行使したものと取り扱われます。 

 

 

希望されるいずれかの方法の色分けした用紙に必要事項を記入し、押印の上 

１枚のみ を小封筒に入れ、５月９日（日）までに班長へ提出してください。 

提出期限（５月９日）後は受付ませんので、ご注意ください。 

◎「一つ目の方法」：総会当日、会場へは行けないので、他の人に議決権行使を任せ 

たい方 （今回の推奨）  
 
①  議案書５頁の 委任状（橙色用紙） に、必要事項を記入し押印の上、「班長」、

（個人に委任される場合は受任者＝任せる相手）へ提出してください。 
 
②「委任状」を提出されて、当日会場へ来場された場合には、傍聴席にお座りいただ   

き、議決権の行使はできません。議決権の行使は受任者（任された人）が行使します。 

◎「二つ目の方法」：総会当日、会場へは行けないので、提案された議案に対し書面で 

自己の意思を表明される方 
 

① 議案書４頁の 議決権行使書（緑色用紙） に、必要事項、各議案について賛成・ 

  反対かを記入（○で囲む）し押印の上、「班長」へ提出してください。 

②「議決権行使書」を提出されて、当日会場へ来場された場合には、傍聴席にお座り 

いただき、議決権の行使はできません。議決権の行使は、既に提出いただいた書面

にて行使されます。 

◎「三つ目の方法」：どうしても総会当日、会場に来場し総会に出席したい方 

① 議案書３頁の 出席予定票（青色用紙） に、必要事項を記入し押印の上、「班長」 

へ提出してください。 

② 当日、都合で出席できなくなった場合は、総会議長に議決権の行使を委任したもの 

と取り扱われます。 
 

 
つつじ野団地管理規約及        

び経理事務細則に基づき４

月１１日（日）に令和２     

年度の会計及び業務につい

て監事監査が行われました。 

監査結果は会計については   

「各会計の収支計算書、貸借

対照表及び正味財産増減計

算書等は、管理組合の財産及び収支の状況を正しく示していると認める」 

また、業務については、「昨年の第４０回通常総会で決議された事業計画等は、概ね妥当

に執行されていると認める」との報告をいただきました。 

（添付の令和２年度会計報告を参照してください） 
 

広報つつじ野 
（昭和５６年５月１日、創刊） 

つつじ野団地管理組合 

Tel.2953-7876 

Fax.2952-1499 

令和３年４月２５日 

第８８１号 
＝マンションみらいネット登録全国第１号管理組合＝ 

当管理組合は組合員全員による自主管理で運営しています 

「お互いさま」の心と「支えあい」で日本一の団地を作ろう！ 
 

主な掲載内容 

❶『出席予定票・議決権行使書・委任状』の取り扱いについて【総会議案書は、５

月２日(日)に配付します】 ❷令和２年度監事監査を行いました ❸令和３年度事

業運営方針及び事業計画（第５号議案）❹地区委員活動デモンストレーション開催

のご案内 ❺３月度の不法駐車を公表します ❻３月度のゴミ違反を公表します 

❼ＧＷの管理組合事務所窓口休業のお知らせ    

<添付物：令和２年度会計報告> 

『出席予定票・議決権行使書・委任状』の取り扱い

について 【総会議案書は、５月２日(日)に配付します】 

令和２年度監事監査を行いました 
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１ 基本方針 

（１）つつじ野２０２５年問題への対応検討 

自主管理の「自分たちで出来ることは自分たちで行う」の「自分たち」とは、本来組 

合員一人ひとりのことを意味しています。しかし実態は、熱意あるボランティア（専門 

委員会委員・役員）で維持されてきたのが現状です。組合員の高齢化は、この長年活動 

されてきた専門委員会委員・役員が引退されることも意味しています。 

今までのつつじ野団地では、『専門性の高い組合員がその強い熱意で管理組合業務に 

貢献していた』のですが、２０２５年でもこの体制は維持・持続可能でしょうか？残念 

ながら、難しいのではないでしょうか。 

一般の組合員においても、高齢を理由に班長・地区委員・役員へ就くことを固辞され 

たり、健康上の理由で環境整備の日はきついと訴えたりする人が増えてきました。 

子ども世代の独立による人口減少と核家族化の進行により、親世代が残した家を子が 

引き継いでも住まない、さらに、住戸の価値が低くなってしまい売却や賃貸にも出せな 

いということは避けられるでしょうか。今後懸念されるのは「終の住処であると信じて 

きたはずのつつじ野団地が廃墟への道を進み、資産価値も限りなくゼロとなりスラム化 

すること」です。これは誰もが避けたいと共有できる「つつじ野団地の近未来」です。 

このようなことから、２０２５年を迎える前に、一部業務の外注化・班長等選出の困難

化・行事への参加者減少等の種々の課題に対する対応策（高齢化による負担軽減策等）や

新たな団地の魅力創造等を検討し実施していきます。 

（２）長期修繕計画に基づく建物・設備等の適切な維持修繕の実施 

「長期修繕計画書：２０２０年３月改定版」に基づき、建物・設備等の適切な維持修繕

を実施し長寿命化を図ることを目指します。 

（３）良質な住環境の整備 

①規約順守の取り組み 

良質な住環境は、「皆で決めた規約等を守り、他人に迷惑をかけない」ことにより作

られ、「住民間のトラブルや事故等を未然に防止する」ことができるものと考えます。 

その団地の住環境の良否は、外部から一目見れば「不法駐車の数の多さやゴミ集積所

の整頓状況等」によりマナーが守られているかどうかにより簡単に判断されます。 

このため、不法駐車車両（バイクを含む）への警告書の貼付・不法駐車常習者の公表、

ゴミ出しルールの徹底、防犯パトロール等を継続して実施していきます。 

② コミュニティ活動の推進 

非常時における共同住宅のメリットは、救助やその後の生活で助け合えることと言わ 

れております。団地居住者のコミュニティ形成の推進のため、第三集会所活用など推進

を図ります。 

２ 令和３年度の重点課題と取組み 

（１）遊具等新設工事の実施について 

４月１０日号広報参照。 

（２）団地４０周年記念事業の企画・検討について 

  ①記念事業の具体的な企画・検討を行います。 

②組合員意識調査アンケート（４回目）の実施検討について 

入居開始後４０年が経過し、組合員の皆様の現状及び団地の居住性などや、上記の 

「つつじ野２０２５年問題」等について組合員の皆様の意向を把握すること等を目的と 

して、「組合員意識調査アンケート（４回目）」の実施を検討します。 

（３）新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する管理組合の取り組みについて 

新型コロナウイルス感染症が収束しない場合は、次のとおり感染防止のための取り組 

みを継続します。 

①理事会は、決定事項があるため予定どおり開催しますが短時間開催とします。 

②専門委員会は、短時間開催又はＷＥＢ会議（非参集）とします。  

③地区委員会・班長会は、原則開催せずに資料配布とします。 

なお、環境整備の日作業等の行事は、感染症の収束状況により実施等を判断します。 

（４）主な修繕工事等について 

   ①高層棟非常灯ＬＥＤ化工事 

    高層棟住戸玄関ドア上の非常灯のＬＥＤ化工事を行います。 

   ②舗道等補修工事（２・４街区） 

    昨年度の１・３街区に続き、今年度は２・４街区を対象に行います。 

   ③消防用設備の修繕等 

法定点検で指摘のありました 

ア.誘導灯設備交換（高層棟） 

イ.非常警報設備器具交換（３街区１４・１５号棟） 

ウ.連結送水管逆止弁交換（高層棟） 

エ.消火器交換（４３本）等 

を行います。 

（５）管理規約の一部変更の検討について 

法務・企画委員会からの提言（令和３年３月６日）に基づき、第１２条（専有部分 

の用途）に「寄宿舎・独身寮等」の用途制限を新設することや、給排水管改修工事の 

関連規定（第２２条等）の有効期限経過による条文廃止などについて検討を進めます。 

３ コミュニティ活動について  

（１）つつじ野自主防災会 

引き続き助成及び活動の支援を行います。 

（２）ささえ愛つつじ野 

引き続き助成及び活動の支援を行います。 

４ 令和３年度事業計画（総会議案書参照） 

（１）理事会の専門部活動計画について 

（２）各委員会の活動計画について 

 

 
次期地区委員の方を対象に、地区委員活動デモンストレーションを次の日程により開催致

します。 

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、短時間での説明を予定しています。 

マスクの着用にご協力ください。 
 
  日 時：令和３年５月８日（土） １０：００～ 

  場 所：第三集会所 及び 団地内 

  テーマ： ①地区委員活動の内容に関する実施説明 

②団地内給水設備の見学 など 

令和３年度事業運営方針及び事業計画（第５号議案） 

地区委員活動デモンストレーション開催のご案内 
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不法駐車は、地区委員（生活秩序担当）の方が日々の状況を確認し、 

公表しています。 
皆様にも不法駐車をしないようご協力をお願いします。 
◇３月度の不法駐車車両は３３台、バイクは０台という結果でした。 
 
◇不法駐車悪質車両の内容（過去３ヶ月５回以上不法駐車車両） 
 
 ありませんでした 
 
●一時的に駐車する場合は、必ずハザードランプを点灯させる等、「地区委員ニュース」 

で度々、注意喚起しています。 
 

 
ゴミ集積所の点検は、地区委員（環境保全担

当）の方がゴミ回収時の状況（回収日でないゴ
ミ、回収後に出しているゴミ）を確認し、注意
喚起を実施しています。 
３月度のゴミ違反数は１７件確認されました。

うち回収後に出しているゴミ違反は、４件でし
た。 

 ◎広報にペットボトル、プラスチック、びん・

缶・乾電池、古紙・古布、もやさないゴミの

収集日を記載していますので良く確認の上そ

の日に収集するゴミを出してください。 
 

 
管理組合事務所窓口は、ゴールデンウイーク期間 
 

４月２９日（木）、５月２日（月）～５月５日(水) がお休みです。緊急連絡先は以下の通りです。 
 

 

 
    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
●第２３回理事会（４／１０）：監事監査資料／通常総会役割分担等／令和３年度上半期スケ

ジュール／４月度資金運用計画／施設賠償責任保険契約、役員等傷害保険契約 他 

●第２４回理事会（４／１７）：通常総会委任状等集計作業について／第 1 回環境整備の

日作業について 他 
  

 

 

●第２５回理事会（５／８）：第 1回班長会内容／第 1回地区委員会内容 他 
 

 
“ささえ愛つつじ野”からのお知らせ   お問合せ・お申込  090-4360-1233    

☆健康体操  ：毎週（水曜日）１３時３０分から  参加費５００円／回  

☆うたごえサロン ：１１月２８日、１２月１９日 １４時から  参加費３００円(コーヒーカッ 

☆絵手紙教室 ：１１月２７日、１２月１１日・２５日 １０時から  参加費１００円／回 

☆脳トレ麻雀 ：毎週（水、土曜日）１３時から（初心者向け毎週月曜日１３時から）  無料 

☆手芸カフェ ：毎週（金曜日）１３時３０分から   

☆編み物カフェ ：毎週（水曜日）１３時３０分から 参加費１００円/ 1回  
 

３月度の不法駐車を公表します 

月 日付 会議・行事 日付 
ゴミの収集 

(火、金はもやすゴミ) 

４月   

２６日（月） 古紙・古布 

２８日（水） もやさないゴミ 

２９日（木） プラスチック 

５月 

８日(土) 

地区委員活動デモンストレーション ３日（月） びん・缶・乾電池 

第１１回地区委員会（資料配付のみ） ６日（木） プラスチック 

第２５回理事会 １０日（月） 古紙・古布 

９日(日) 
第 ６回自主防災会幹事会   

第１７回長期修繕委員会   

３月度のゴミ違反を公表します 

ＧＷの管理組合事務所窓口休業のお知らせ 

緊急連絡先 電話番号 

電気関係 東電カスタマーセンター ０１２０－９９５－４４２ 

ガス関係 武州ガス ０４９－２４１－９０００ 

給水関係 日本総合住生活 ０４８－８３９－０９０１ 

防犯関係 水富交番 ０４－２９５４－３１００ 

共用部 つつじ野団地管理組合事務局 

 

 

 

専有部の給水排

水関係（有償） 
N－TECH（エヌテック） 

０４－２９６８－３２２６ 

０９０－１６９６－６８３５（野村） 

理事会の議題 

理事会の議題 

理事会の予定議題 

 

当団地では、専有部分を民泊、シェアハウス、ウィークリーマンション等の

用途に供することは規約で禁止されています。 

         規約を遵守し皆で住み良い団地を目指しましょう。 

緊急事態宣言解除に伴い３月２２日（月）から生活支援活動は開始して
おります。また、サロン活動は４月から次のとおり再開しました。 

絵手紙教室：第２・第４水曜日１０時から 

手芸カフェ：毎週（金曜日）１３時３０分から 

編物カフェ：毎週（水曜日）１３時３０分から 

うたごえサロン及び健康体操教室・脳トレ麻雀は引き続き休会中です。 
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